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川崎市で民間保育所を運営する場合には、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（以下「認可

基準条例」という。）及び川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（以下「運

営基準条例」という。）並びに両条例の取扱いと両条例に定める基準を超えて必要となる事項を定めた川崎市民間保

育所の認可・運営基準に関する取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）に基づき、運営していただく必要があります。以

下においては、その基準等の主だった内容について、説明します。

１ 利用定員について
利用定員は、認可定員に一致させることを基本としつつ、原則として、認可定員の範囲内で定めることとされてい

ますが、その設定にあたっては、運営基準条例第４条に下限人数と利用定員を定める区分が規定されており、その
他、同条例第２２条及び取扱要綱第２条に、次のとおり定員の遵守及び弾力化等について規定されています。

○本市における保育の実施にあたっては、利用定員及びその歳児別内訳に従って行うことを基本とするが、認可基
準条例に定める設備及び職員配置の基準等を逸脱しない範囲において、運営基準条例第２２条ただし書に基づき、
定員の弾力化を図ってよいものとする。

○ただし、その弾力化は概ね１２５%までとし、それを超える場合又は連続する過去２年度間常に定員を超え、かつ、
各年度の年間平均在所率が１２０%以上の場合（※）は、定員を増員するよう指導するものとする。
※定員恒常的超過減算が適用されますので、御注意ください。
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２ 設備の基準について
設備の基準については、認可基準条例第４５条に次のとおり規定されています。

【乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる場合（認可基準条例第４５条第１項）】
○乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
○乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満２歳に満たない幼児１人につき、３．３㎡以上とすること。
○乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

【満２歳以上の幼児を入所させる場合（同条第２項）】
○保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む、以下同じ。）、調理
室及び便所を設けること。

○保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき１．９８㎡以上、屋外遊戯場の面積は、満２歳以上の幼
児１人につき３．３㎡以上であること。

○保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
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３ 職員の配置について （※今後、取扱いが変更になることがあります。）
職員の配置については、認可基準条例第４７条に定めがあるほか、取扱要綱第５条に詳細に規定されています。ま

た、同条例附則第６項～第１０項等により、当分の間、保育士配置に係る特例が設けられています。

○本市の民間保育所には、保育士、嘱託医、調理員のほか、施設長を置くこと。
○施設長は、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」に定める
施設長の要件を満たすものとし、利用定員が６０人未満の施設にあっては、併せて保育士資格を有する者とする。

○保育士の数は、乳児３人につき１人、１・２歳児６人につき１人、３歳児１５人につき１人、４・５歳児２５人につき１人以
上とし、１の保育所につき２人を下回らないこと。（※当分の間、条例改正前の配置基準（以下、「旧基準」という。）によることも
妨げないものとする。）

○前記保育士の数の算定方法は、年齢別の実員を各職員配置基準で除して小数点第２位以下を切り捨て、得た数を
合計した後に小数点以下を四捨五入して得られる数とし、その配置は、常勤とする。

○上記に定めるもののほか、保育士の数は、利用定員が９０人以下の施設にあっては１人、保育標準時間認定を受け
た子どもが利用する施設にあっては１人、主任保育士を主任業務に専任化させるための子どものための教育・保育
給付費等の加算を受ける施設にあっては１人、専任の保育士を増員することで、キャリアを積んだチームリーダーの
位置付け等チーム保育体制を整備するための子どものための教育・保育給付費等の加算を受ける利用定員１２０人
以下の施設にあっては１人、同加算を受ける利用定員１２１人以上の施設にあっては２人までを常勤又は留意事項通
知に定める常勤換算値にて配置するものとする。

○さらに、休憩休息保育士として、当分の間、年齢別の利用定員又は実員を各職員配置基準で除して小数点第２位以
下を切り捨てた数を合計した後に小数点以下を四捨五入して得られる数で多いほうの数を４で除して、小数点第１位
を切り上げて得られる数、及び年休代替保育士として、各施設１人を常勤にて配置するよう努めるものとする。（※旧基
準を適用する施設についても、3歳児については「15対1」、4歳児以上については「25対1」という配置基準を用いる。）
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人数の換算方法必要保育士の配置基準

（小数点第1位を四捨
五入）

児童3人につき1人
児童6人につき1人
児童15人につき1人※

児童25人につき1人※
※旧基準によることも妨げない

Ａ 条例保育士
ア 0歳児児童数（実員）
イ 1・2歳児児童数（実員）
ウ 3歳児児童数（実員）
エ 4・5歳児児童数（実員）

以下の要件につき各1人
・定員90人以下の場合
・保育標準時間認定児を受入れる場合
・主任保育士を専任化する場合
・専任の保育士を増員し、チーム保育体制を整備する場合
（利用定員１２０人以下、利用定員１２１人以上のときは２人まで）

Ｂ その他国基準等保育士

左記算出した人数÷４（小数点第1位を切上げ）

＋１（年休代替保育士）

※今後、変更の可能性があります。

利用定員と実員でAの算出方法※を

用いて求められる数のうち多いほう
の人数の４人につき1人
※旧基準適用施設も、3歳児「15対1」、4歳児以上
「25対1」の配置基準を用いる。

各施設1人

Ｃ 市加配保育士
１ 休憩休息保育士

２ 年休代替保育士

＜必要保育士（常勤人数）の算出表＞

ア
３

＋
イ
６

（〃）＋
ウ

１５※
（〃）＋

エ
２５※

（〃）
（少数点第2位
以下切り捨て）

※旧基準によることも妨げない
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○本市における調理員の数は、利用定員の区分に応じて、４０人以下の施設においては１人、４１人以上の施設に
おいては２人を常勤にて配置するものとする。なお、調理業務を全部委託する施設にあっても、委託業務を行う上で、
本基準を下回らないようにするものとする。（国基準）

○調理員の数は、上記の数のほか、利用定員の区分に応じて、６１人以上１５０人以下の施設においては１人、１５１
人以上２４０人未満の施設においては２人、２４０人以上の施設においては３人を常勤にて配置するよう努めるもの
とする。なお、調理業務を全部委託する施設にあっても、委託業務を行う上で、本基準を下回らないように努めるも
のとする。 （市加配）
＜必要調理員（常勤人数）の算出表＞
４０人以下 １人 （国基準１人）
４１人以上 ６０人以下 ２人 （国基準２人）
６１人以上１５０人以下 ３人 （国基準２人＋市加配１人）

１５１人以上２４０人未満 ４人 （国基準２人＋市加配２人）
２４０人以上 ５人 （国基準２人＋市加配３人）

○本市の民間保育所における嘱託医は、川崎市医師会から推薦を受けた医師とする。
○本市の民間保育所にあっては、保育士、嘱託医、調理員のほか、保健師、看護師又は准看護師（以下「看護師
等」という。）及び栄養士を各施設1人以上、常勤にて配置するよう努めるものとする。

○看護師等を常勤として配置した場合は、１人に限り、保育士としてみなすことができるものとする。

○栄養士を常勤として配置した場合は、国及び市の加配調理員の数に、配置した栄養士の人数分を含められるも
のとする。調理業務を全部委託する施設にあっても、委託業務を行う上で、同様の取り扱いとする。
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４ 障害児保育について
障害児保育については、取扱要綱第６条に次のとおり規定されています。

○本市の民間保育所にあっては、障害児の受入れは全施設で実施するものとする。
○障害児の受入れの可否は、各施設の嘱託医による入園前健康診断と川崎市保育所入所児童等健康管理委員会
（以下「健康管理委員会」という。）の審査の結果を踏まえ、各福祉事務所長が決定するものとする。

○障害児の受入れにあたり、通常の職員体制では、受入れが困難な場合には、職員の加配を行うものとする。

５ 開所日・開所時間等について
開所日・開所時間等については、認可基準条例第４８条、取扱要綱第７条及び第８条に次のとおり規定されています。

○保育所の開所日は、日曜、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）を除いた日を原則とする。
○土曜の保育については、１人でも利用希望がある場合には開所するものとし、１人も利用希望がない場合には、この限りではない。
土曜保育の実施にあたっては、あらかじめ、利用者と十分な連絡調整を行い、その円滑な実施が図られるように努めるものとする。

○本市の保育所の開所時間は、１日につき１１時間を原則とし、７時～１８時又は７時３０分～１８時３０分のいずれかとする。
○保育所ごとに、短時間認定の児童を受入れる「中心となる８時間の保育時間（以下「コアタイム」という。）」を定めなければならず、本
市では、８時３０分～１６時３０分又は９時～１７時のいずれかとする。

○各入所児童の保育時間については、福祉事務所長が認定した保育必要量に基づき、標準時間認定の場合は１１時間の開所時間
の範囲内で、短時間認定の場合は８時間のコアタイムの範囲内で、入所している乳幼児の保護者の状況等を考慮して、保育所の
長が定めるものとする。

○ならし保育中の保育時間については、子どもが保育所の生活に慣れるまでの間、本来の保育時間を短縮できるものとするが、保護
者の就労環境等も考慮の上、必要以上に実施期間が長くならないよう配慮するものとする。
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６ 延長保育について
延長保育については、子ども・子育て支援法第５９条第２号に定める「時間外保育」として位置づけられ、本市では、

その取扱いについて、川崎市延長保育事業実施要綱に次のとおり規定しています。

○本市の民間保育所の延長保育時間は、開所時間の違いにより、次の４通りとなる。

※新規開設の場合には、パ
ターン３又は４のいずれかか
ら、選択するものとなります。
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○また、短時間認定児がコアタイムの時間外で保育を必要とする場合にも、延長保育扱いとなるものである。

＜短時間認定児の延長保育イメージ＞

○具体的な延長保育の利用の可否及び延長時間の設定にあたっては、保育必要量の認定に関わらず、各利用者の就
労や通勤の時間等を加味して、利用の可否と必要と認められる時間を施設長が判断し、決定するものとする。

○延長保育時間の職員配置については、利用児童の年齢別の人数に応じて、開所時間内と同じ職員配置基準（最低、
保育士２人）によるものとするが、その雇用形態は、責任をもって対応できるものであれば、常勤職員に限らないもの
とする。
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○延長保育時の補食等については、開所時間後の延長保育においては、提供することとし、開所時間前と短時間認

定児の開所時間内の延長保育においては、提供を要さないものとする。なお、その提供に要する費用は実費徴収

による（公立保育所においては、１，５００円）ものとする。

〇保育所は、市外に居住し市内の保育所で延長保育を実施している児童分を含めた本事業に関わる費用を請求する。

○延長保育料については、市が定める月額料金によるものとし、次のとおりとする。

※生保世帯・市民税非課税世帯、保育料が免除された世帯は

免除とする。

○延長保育のスポット利用（日単位の利用）については、施設によって実施可能とする。なお、その際のスポット利用

料については、１日につき３０分までの保育利用を１単位とし、その単位ごとに５００円乗じた額をガイドラインとする。
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７ 給食提供について
給食提供については、認可基準条例第１４条に施設内調理や事前の献立作成等の定めがあるほか、取扱要綱第１１
条に次のとおり規定されています。

〇保育所において食事を提供するときは、保育所内で調理する方法により行わなければならない。

○本市の民間保育所における給食は、３歳未満児に対しては、主食及び副食を提供するものとし、３歳以上児に対し

ては、主食及び副食又は副食を提供するものとする。ただし、平成２７年４月１日以後に設置する保育所においては、

３歳以上児に対しても、主食を提供するものとする。

○給食を提供するときは、子どもの発育状況、アレルギー、健康状況等を考慮して、離乳食、除去食、配慮食等の対

応をできる限り行うものとする。

○除去食の提供にあたっては、健康管理委員会において、医学上、必要と認められたものについて行うものとし、誤

食等の事故防止に努めるものとする。

○献立の作成にあたっては、必要に応じて、市から提供する統一献立を参考とするものとする。

○必ず事前に検食を実施するものとする。
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８ 児童の健康管理について
児童の健康管理については、認可基準条例第１５条に健康診断の定めがあるほか、取扱要綱第９条に次のとおり規

定されています。

○本市の保育所にあっては、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態について、定期的、継続的かつ必要に応じて

随時に、把握をするものとする。

○本市においては、入所時の健康診断は、入園前に行うものとし、定期の健康診断は、原則として２か月に１回行うもの

とする。

○ただし、原則として定期の健康診断を行わない月であっても、嘱託医における保育所への出動を受け、子どもの健康

管理に係る助言・指導や、個別に健康状態等の確認が必要な子ども及び当該健康診断を行わない月に受診時期を分

散した子どもに対する健康診断を実施するものとする。

○入所時の健康診断は、全ての子どもに実施するものとし、定期の健康診断は、０・１歳児にあっては原則として２か月

に１回、２歳以上児にあっては原則として６か月に１回実施するものとする。ただし、４月から７月のプールの実施前ま

でに行う定期の健康診断は、プール前健康診断として、全ての子どもが受診できるよう努めるものとする。
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○この他、年１回、歯科健康診査を実施するものとする。

○本市の民間保育所にあっては、感染症等の発生に伴う出席停止状況について、毎月、嘱託医に報告をし、必要に応

じて、保健所や市にも連絡の上、その指示に従うものとする。また、保護者や職員にも、その状況を連絡し、協力を求

めるものとする。

○本市の民間保育所にあっては、投薬は原則、行わないものとする。ただし、抗けいれん剤やエピペン等で、健康管理

委員会において、医学上、必要やむを得ないと認められた場合のみ、投薬を実施できるものとする。

○乳幼児突然死症候群の予防のため、子どもの睡眠中は、職員が必ず在室するようにし、子どもは仰向けに寝かせ、

呼吸状態を定期的にチェックする等、必要な措置を講じるものとする。

【補足】職員の健康診断等（取扱要綱第１０条）

〇本市の民間保育所に勤務する職員については、雇入時及び定期に健康診断を実施するとともに、調理・調乳等に従

事する全ての職員については、毎月、事前の検便を行い、異常がないことを確認するものとする。
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９ 苦情への対応等について
苦情への対応等については、認可基準条例第２０条に定めがあるほか、運営基準条例第３０条と取扱要綱第１６条

に次のとおり詳細に規定されています。

○本市の民間保育所にあっては、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情解決責任者、苦情受付担
当者及び第三者委員を設置するものとし、その体制については、施設内への掲示等により、利用者に周知するものと
する。

○苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
○苦情に関して、市が行う報告の提出命令等や設備等の検査に応じ、市が行う調査に協力するとともに、市からの指
導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

○市から求めがあった場合には、その改善内容を市に報告しなければならない。

10 事故の防止と発生時の対応について
事故の防止と発生時の対応については、認可基準条例第２２条に定めがあるほか、運営基準条例第３２条と取扱要

綱第１２条に次のとおり規定されています。

○本市の保育所にあっては、事故対応や事故防止のための指針整備、事故報告とその改善策の周知徹底体制整備、
事故防止のための委員会開催と定期的な職員研修の実施などの事故防止のための措置を講じるものとする。

○事故が発生した場合には、速やかに家族に連絡を行うとともに、事故の状況及び事故に際して採った処置について
記録をし、医療機関へ受診となった場合等、特に市に連絡及び報告を要すると判断されるものについては、市へも連
絡及び報告を行うものとする。
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11 安全計画と業務継続計画の策定について
安全に関する事項についての計画（以下「安全計画」という。）は、認可基準条例第２１条の３に、令和５年４月１日か

らその策定が規定されたものです。

○本市の保育所においては、児童の安全の確保を図るため、保育所の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設
外での活動、取組等を含めた保育所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練
その他保育所における安全計画を策定し、それに従い必要な措置を講じなければならない。

〇保育所の設置者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなけ
ればならない。

〇児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につい
て周知しなければならない。

〇定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行うものとする。

業務継続計画は、認可基準条例第１２条に、令和５年４月１日からその策定が規定されたものです。

○保育所の設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するた
め及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、それに従い必
要な措置を講じるよう努めなければならない。

〇職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければ
ならない。

〇定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行うよう努めるものとする。
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12 運営規程と重要事項説明について
運営規程は、認可基準条例第１７条及び運営基準条例第２０条に、その策定が規定されたものです。
また、運営基準条例第５条第１項に基づき、保育の提供の開始に際して、あらかじめ、重要事項の説明を利用者に

行うことが規定されています。これらの内容、方法等は次のとおりです。

○本市の保育所における運営規程の策定においては、条例に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を
策定するものとする。

○重要事項の説明は、保護者に対し、文書を交付して説明を行い、保育の提供の開始について当該利用申込者の同
意を得なければならないものとする。

○本市の保育所における重要事項説明書の作成においては、運営規程同様、ひな形（資料１参照）を参考に、説明書
を作成するものとする。

13 上乗せ徴収・実費徴収の取扱いについて
上乗せ徴収及び実費徴収の取扱いについては、運営基準条例第１３条及び附則第２項に基づく同条３項の読み替え

並びに取扱要綱第１７条により、次のとおり規定されています。なお、「保育所における付加的な保育の提供に係る費
用徴収について」（令和３年３月３１日付け２川こ保１第１３４３号通知）にて本市における取り扱いを整理しています。

○上乗せ徴収については、市が定める最低基準及び上乗せ基準を超えて、保育の質の向上を図る上で特に必要であ
ると認められる対価であって、公定価格及び市の加算額をもってもなお不足額がある場合に、その差額に相当する金
額の範囲内で設定する額の支払いを保護者から受けることができる。

〇支払いを受けることが認められるものは、別に市が定め、または、認めるものに限るものとする。



川崎市の民間保育所の認可・運営基準について 資料2-1

○また、その費用を保護者の選択によらずに一律に徴収しようとする場合には、各家計に与える影響を考慮して定め

なければならないものとする。

○実費徴収については、保育を提供する上で、便宜的に要する費用のうち、日用品、文房具その他の物品の購入に要

する費用や行事への参加に要する費用、３歳以上児の主食費・副食費などのほか、保育所の利用において通常必

要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるものに行うことができるものとする。

ただし、副食費については、年収３６０万円未満相当世帯及び第３子以降（第１子・第２子ともに利用児童）は免除。ま

た、徴収額は、月額４,５００円を目安とする。

○上乗せ徴収・実費徴収を行った場合は、当該費用に係る領収証を保護者に対し交付しなければならない。

○上乗せ徴収・実費徴収を求める場合は、あらかじめ、当該費用の額と使途並びに支払を求める理由を書面に

よって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、文書による同意を得るものとする。ただし、実費徴収

に係る同意については、文書によることを要しないものとする。
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14 会計及び経理処理について
会計及び経理処理については、運営基準条例第３３条に保育事業と他事業に係る会計を区分するよう規定があるほ

か、取扱要綱第１９条に次のとおり詳細に規定されています。

○本市の民間保育所にあっては、運営基準条例第３３条に規定する区分経理により、本市の会計年度と合致
させた特定教育・保育事業に係る会計区分（以下「事業区分」という。）の収支計算書又は損益計算書、積立
金・積立資産明細書、貸借対照表及び保育所を経営する事業に係る現況報告書を作成するほか、施設ごと
に独立した会計区分（以下「拠点区分」という。）を設け、拠点区分の収支予算書、収支計算書又は損益計算
書（当該収支計算又は損益計算に係る明細書・内訳表を含む。）及び貸借対照表を作成するものとする。

○また、企業会計の基準による会計処理を行っている場合は、事業区分に係る借入金明細書並びに基本財
産及びその他の固定資産（有形固定資産）の明細書を会計年度ごとに併せて作成するものとする。

○上記の財務関係書類の提出は、拠点区分の収支予算書に関しては、毎会計年度開始後３か月以内に行う
ものとし、その他の財務関係書類の提出に関しては、毎会計年度終了後３か月以内に法人全体の直近の貸
借対照表、収支計算書又は損益計算書の提出と併せて行うものとする。

○本市等から支給される子どものための教育・保育給付費等の使途については、子ども・子育て支援法附則
第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成２７年９月３日内閣府子ども・子育
て本部統括官、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知）に定めるところにより取扱うものとする。
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本市の民間保育所における保育士の配置基準については、これまで、「川崎市児童福祉施設の設備及び

運営の基準に関する条例」並びに「川崎市民間保育所の認可・運営基準に関する取扱要綱」により、国の省

令に基づき定める最低基準と市が上乗せで配置を求める加配基準を定め、運用を行ってきたところです。

ところが、平成２８年４月、多様な保育の担い手確保の観点から、国の省令が改正され、当分の間、保育士

の配置要件の緩和がなされ、本市の条例上も同様の改正を行ったことから、質の担保を図りつつ、市の加

配保育士分についても整合を図るとともに、非常勤職員の常勤換算の方法も含め、「川崎市の民間保育所

における保育士配置に係る特例について」（平成２８年６月２０日付け２８こ保第３５３号通知、以下「特例通知」

という。）のとおり取扱うこととしています。

１ 保育士配置の特例に至る経過
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２ 保育士の配置要件（基本、特例適用なし）

市加配保育士その他国基準等保育士
年齢別配置基準３歳児配置改善加算 あり

４歳児以上配置改善加算 あり
主任保育士専任加算 あり
チーム保育推進加算 なし 合計4・5歳児3歳児1・2歳児0歳児

・休憩休息保育士
→ ２人

・年休代替保育士
→ １人

・保育標準時間設定の子どもが
利用する施設 → １人

・利用定員が９０人以下の施設
→ １人

・主任保育士を主任業務に専任
させるための給付上の加算を
受ける施設 → １人

603015123定員

653315134実員

51.2121
年齢別配置基準

上段 定員に基づく配置
数

下段 実員に基づく配置
数

61.312.11.3
国が定める最低基準 市が定める配置基準

国が定める最低基準＋市が定める配置基準＝１２人
この１２人全員について常勤保育士であることが原則

※市加配保育士につ
いては、今後変更の
可能性があります。
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条例改正により、朝夕の時間帯等で児童の数が少数であるとき、年齢別配置基準保育士が１人となる場合

に、最低２人は配置しなければならない保育士の１人について、市長が保育士と同等の知識と経験を有する

と認める者でもよいものとします（認可基準条例附則７項）。

また、この取扱いは、特例通知により、１１時間の開所時間外の延長保育時間帯にあっても同様とします。

市長が保育士と同等の知識と経験を有すると認める者は、保育所等での保育業務従事期間が常勤で１年

以上ある者、家庭的保育者及び子育て支援員研修のうち地域保育コースを修了した者とします（取扱要綱

第５条６項、特例通知）。なお、常勤で１年以上とは、常勤相当（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務※今後

取扱いが変更になることがあります。また、保育士と常勤の定義が異なることに御注意ください。 ）で１年以上従事していることを

言うものとします（特例通知）。

３ 保育士配置に係る特例（朝夕の時間帯等に係る特例）
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＜看護師・准看護師（以下「看護師等」という。）の配置に係る特例＞

看護師等を、１人に限り、保育士とみなして配置できます。

【年齢別配置基準で保育士とみなす場合】

乳児が３人以下在籍している保育所の看護師等については、次の２つの要件を満たす必要があります。
（保育所における看護師等の配置特例の要件見直しに関する留意事項等について）

①保育士と合同で保育を行うこと⇒保育士と合同の組・グループを編成し、原則として同一空間内で保育を行うこと。

②保育に係る一定の知識や経験を有すること⇒保育所等での勤務経験が概ね3年に満たない看護師等が、保育を行う場合は、子育て支援員研
修のうち、地域型保育コースその他の都道府県知事が認める研修の修了を必須とする。

（年度途中で乳児数が3人以下となった場合や、乳児数が4人以上の場合でも、受講推奨）

４ 保育士配置に係る特例（多様な担い手の活用・常勤換算に係る特例）
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＜地域限定保育士の配置に係る特例＞

神奈川県実施分に限り、保育士と同等に取扱います（認可基準条例第２９条６項）。

＜保育士登録申請中（手続中）の者の配置に係る特例＞

登録申請中の確認ができる者はその他国基準等又は市加配保育士とみなせます（特例通知）。

＜小学校教諭・幼稚園教諭・養護教諭、市長が保育士と同等の知識と経験を有すると認める者、

その他保育補助者の配置に係る特例＞

小学校教諭・幼稚園教諭・養護教諭、市長が保育士と同等の知識と経験を有すると認める者は看護師又

は准看護師と併せて、年齢別配置基準保育士の１／３（端数切捨）までとその他国基準等保育士としてみなせ

るものとします。ただし、市長が保育士と同等の知識と経験を有すると認める者の年齢別配置基準保育士へ

の充当は、定員超過分に限ります（条例附則８～１０項）。

４ 保育士配置に係る特例（多様な担い手の活用）
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＜小学校教諭・幼稚園教諭・養護教諭、市長が保育士と同等の知識と経験を有すると認める者、

その他保育補助者の配置に係る特例＞

小学校教諭・幼稚園教諭・養護教諭と市長が保育士と同等の知識と経験を有すると認める者、その他の保

育補助者は、その他国基準等保育士の人数の範囲内で、その他国基準等保育士としてみなしていない人数

分に限り、市加配保育士としてみなせます（特例通知）。

産明け対応保育士については、その他国基準等の人数の範囲に限らず、休憩休息保育士等と同様に全

職種の充当を可能とします。

なお、幼稚園教諭については３歳以上児、小学校教諭については５歳児を中心的に保育することが望まし

いものとし、保育に従事したことのない小学校教諭等に対しては、子育て支援員研修等の受講を促すものとし

ます。

４ 保育士配置に係る特例（多様な担い手の活用）



川崎市の民間保育所における保育士配置に係る特例について 資料2-2≪要件整理表（より充当範囲が広い順。ただし詳細の要件は前述による）≫
市加配その他国基準等

年齢別配置基準

超過分定員分

○○○○地域限定保育士

○（その他国の人数内）
○（その他国の人数

内）
○（1/3まで）○（1/3まで）小学校教諭等

○（1人に限る）○（1人に限る）○（1人に限る）○（1人に限る）看護師・准看護師

○（その他国の人数内）
○（その他国の人数

内）
○（1/3まで）×市長が認める者

○○××保育士（手続中）

○（その他国の人数内）×××保育補助者
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●非常勤職員の常勤換算に係る特例

＜その他国基準等保育士及び市の加配保育士の常勤換算に係る特例＞

多様な担い手の活用に係る特例を適用した上で、該当者が非常勤職員の場合は、その他国基準等保育士

の人数の範囲内で、前述の特例と併せて、その他国基準等保育士又は市加配保育士として常勤換算を行え

るものとします。

その際、その他国基準等保育士としては、他の常勤職員の勤務時間数をもって常勤換算を行えるものとし、

市加配保育士（産明け対応保育士を含む）としては、１２０時間をもって常勤換算を行えるものとします（特例通

知）。

※「他の常勤職員の勤務時間数」の具体的な時間数としては「各施設の就業規則等で定めた常勤職員１か月の勤務時間数」になります。

４ 保育士配置に係る特例（常勤換算に係る特例）



業務管理体制の整備に関する事項の届出について

◎子ども・子育て支援法に基づき、平成27年4月1日

から、設置者・事業者は、法令遵守等の業務管理

体制の整備が義務付けられました。届出は、子ど

も・子育て支援法（第５５条）及び子ども・子育て支

援法施行規則（第４６条）により行う必要がありま

す。

◎保育所開設や、施設等の新規開設に伴う事業実

施地域の変更により届出先の変更が生じた場合

は、業務管理体制の整備及び行政機関への提出

を遅滞なくお願いします。

◎なお、以下の場合は変更の届出の必要はありま
せん。

・施設等の数に変更が生じても、整備する業務管
理体制が変更されない場合

・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に
影響を及ぼさない軽微な変更の場合

１ 届出先

２ 整備する業務管理体制

届出先設置する施設等の所在地

川崎市長川崎市内のみに所在

神奈川県知事神奈川県内の複数の市町村に所在

こども家庭庁長官複数の都道府県に所在

業務執行の
状況の監査

法令遵守
規程の整備

法令遵守責
任者の選任

設置する
施設等の数

××○20か所未満

×○○20～100か所未満

○○○100か所以上

資料2-3



業務管理体制の整備に関する事項の届出について

３ 記載事項

３ 届出様式 ※変更前及び変更後の行政機関の双方に届出が必要です。

届出様式届出の種類届出先

本市様式
新規の届出

子・子法第５５条第２項

川崎市長

本市様式
届出事項の変更

子・子法第５５条第３項

本市様式
添付資料：変更届出後の写
し（神奈川県知事、こども家

庭庁長官宛てのもの）

届出先の変更※

子・子法第５５条第４項

神奈川県
ホームページ等で
御確認ください

新規の届出

神奈川県
知事

届出事項の変更

届出先の変更※

こども家庭庁

ホームページ等で御確認
ください

新規の届出

こども家庭庁長官 届出事項の変更

届出先の変更※

資料2-3

対象となる
設置者・事業者

届出事項

全ての
設置者・事業者

（個人立の施設を含
む）

①設置者・事業者に関する情報
名称又は氏名
主たる事務所の所在地
代表者（個人立の場合は設置者）の
氏名、生年月日、住所、職名

②「法令遵守責任者」の
氏名、生年月日

施設等の数が
２０以上の

設置者・事業者
③上記に加え、「法令遵守規程」の概要

施設等の数が
１００以上の

設置者・事業者

④上記に加え、「業務執行の状況の
監査の方法」の概要



児童福祉施設変更届出等について
川崎市への届出が必要な変更事項

資料2-4

様式備考提出時期根拠法令添付書類提出書類変更内容

あり事前児童福祉法施行規則第37
条第6項

・新施設長の履歴書
・新施設長の資格証

児童福祉施設変更届施設長

あり子ども・子育て支援法施行
規則第33条第1項

・新施設長の履歴書
・新施設長の資格証 ・誓約書

特定教育・保育施設確認変更
届

あり事前児童福祉法施行規則第37
条第6項

・理事会等の議事録の写し等（今般
の変更が分かるもの）

児童福祉施設変更届法人代表者

あり子ども・子育て支援法施行
規則第33条第1項

・理事会等の議事録の写し等
・誓約書

特定教育・保育施設確認変更
届

あり子ども・子育て支援法施行
規則第33条第1項

・理事会等の議事録の写し等
・誓約書

特定教育・保育施設確認変更
届

法人役員

あり変更のあった日から起
算して一月以内

児童福祉法施行規則第37
条第5項

・理事会等の議事録の写し等児童福祉施設変更届法人の名称・住所

あり子ども・子育て支援法施行
規則第33条第1項

・理事会等の議事録の写し等特定教育・保育施設確認変更
届

あり変更のあった日から起
算して一月以内

児童福祉法施行規則第37
条第5項

・変更前、後の該当文書
・新旧対照表

児童福祉施設変更届定款・寄附行為・登
記事項証明書及び
その他の規約

あり市長村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧すること
ができる場合は提出不要。（登記事項証明書を除く）

子ども・子育て支援法施行
規則第33条第1項

・変更前、後の該当文書
・新旧対照表

特定教育・保育施設確認変更
届

あり施設の名称・場所・定員・保育時間・設備の規模等の変更は、
事前協議にて市の承認を受けた後に提出。

事前児童福祉法施行規則第37
条第6項

・変更前、後の運営規程
・新旧対照表

児童福祉施設変更届運営規程

あり施設の名称・場所・定員・保育時間・設備の概要等の変更は、
事前協議にて市の承認を受けた後に提出。

子ども・子育て支援法施行
規則第33条第1項

・変更前、後の重要事項説明書
・新旧対照表

特定教育・保育施設確認変更
届

重要事項説明書

あり重要事項説明書等の変更があった場合にはその届出も必要。
参考資料「保育所における調理業務の委託について」

事前児童福祉法施行規則第37
条第6項

・委託契約書の写し
・その他関係書類

児童福祉施設変更届運営の方法（調理業務の
委託・直営化)



川崎市への事前協議事項について
主な川崎市への事前協議が必要な事項（協議成立後、運営規程及び重要事項説明書に協議内容を加え、変更を届け出てください。）

資料2-4

備考事前協議の時期内容

随時施設の名称

随時施設の場所

取扱要綱第2条
※協議の時期について別途通知予定

変更希望年度の前年度の７月上旬頃まで※

（減員する場合は当年度の７月上旬頃まで）

定員

取扱要綱第3条変更希望年度の前年度の７月上旬頃まで※受入年齢

変更希望年度の前年度の７月上旬頃まで※保育時間

随時建物その他設備の規模及び構造並びにその
図面

建物の構造概要及び図面（各室の用途を明示
するものとする。）並びに設備の概要

随時定款
（市が所管する社会福祉法人における変更）

参考資料：「保育所における付加的な保
育の提供に係る費用徴収について」

随時
（開始しようとする３か月前まで）

上乗せ徴収

参考資料：「保育所等と他の社会福祉施
設との併設について」

随時他の社会福祉施設の併設
（インクルーシブ保育）

参考資料：「安全管理ガイドライン」随時

（車両送迎の開始を希望する時期の１０
か月前まで）

児童の車両送迎に係る安全管理


